
上越市成年後見制度利用助成事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、民法（明治２９年法律第８９号）の規定に基づく成年後見制度の利用

に当たり、必要となる費用を負担することが困難である人に対し、市が助成する助成金の

交付について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 成年後見等開始審判 次に掲げるものをいう。 

  ア 民法第７条の規定による後見開始の審判 

  イ 民法第１１条の規定による保佐開始の審判 

  ウ 民法第１３条第２項の規定による保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する旨の

審判 

  エ 民法第１５条第１項の規定による補助開始の審判 

  オ 民法第１７条第１項の規定による補助人に同意権を付与する旨の審判 

  カ 民法第８７６条の４第１項の規定による保佐人に代理権を付与する旨の審判 

  キ 民法第８７６条の９第１項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判 

 ⑵ 成年後見人等 民法第８条に規定する成年後見人、同法第１２条に規定する保佐人及

び同法第１６条に規定する補助人をいう。 

 ⑶ 成年被後見人等 成年後見等開始審判を受けた人をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる人（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれか

に該当する人とする。 

⑴ 次のいずれかに該当する成年被後見人等 

ア 本市が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定により保護を行っている人

（以下「生活保護受給者」という。） 

イ 本市が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条の規定によ

る支援給付を行っている人（以下「支援給付受給者」という。） 

ウ 次に掲げる要件のいずれにも該当する人 

（ア） 本市に住所を有すること。 

（イ） 成年被後見人等及び成年被後見人等と同一の世帯に属する全ての人の市民税均等



割が非課税であること。 

（ウ） 成年被後見人等の現金及び預貯金の総額が１００万円以下であること。 

（エ） 被扶養者でないこと。 

⑵ 前号に規定する成年被後見人等の配偶者又は４親等以内でない成年後見人等 

（助成対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次に掲げる経費とす

る。 

⑴ 成年後見等開始審判の申立てに要する費用（以下「申立費用」という。） 

⑵ 民法第８６２条（同法第８７６条の３第２項又は第８７６条の８第２項の規定により

準用される場合を含む。）に規定する報酬（以下「報酬」という。） 

 （助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

⑴ 申立費用 成年後見等開始審判に要した費用の合計額 

⑵ 報酬 対象者に係る審判を所管する家庭裁判所（以下「管轄家庭裁判所」という。） 

が審判した報酬に相当する額として次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額とする。 

 ア イの場合以外の場合 家庭裁判所による報酬付与の審判において報酬の対象として

定められている期間（以下「報酬付与期間」という。）の初日から起算して１２月以

内の期間に相当する額 

 イ 成年後見等開始審判を受けた場合 報酬付与期間の初日から起算して１３月以内の

期間に相当する額 

２ 助成金の交付の申請は、一の年度につき１回とする。ただし、次に掲げる場合にあって

は、２回を限度とする。 

 ⑴ 成年被後見人等が死亡した場合 

 ⑵ その他市長が必要と認める場合  

（助成の申請等） 

第６条 助成金の交付を受けようとする人は、管轄家庭裁判所の申立費用又は報酬の額に係

る決定があった日の翌日から起算してそれぞれ６月以内に、上越市成年後見制度利用助成

金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 申立費用の助成 次に掲げる書類 

  ア 成年後見等開始審判に係る審判書の写し 

  イ 登記事項証明書 



  ウ 成年後見等開始審判に要した費用の額が分かる書類 

  エ 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書 

  オ 支援給付受給者にあっては、現に支援給付を受けていることが分かる書類 

  カ 第３条第１号ウに該当する人にあっては、成年被後見人等の財産状況が分かる書類 

 ⑵ 報酬の助成 次に掲げる書類 

  ア 報酬に係る審判決定書の写し 

  イ 登記事項証明書 

  ウ 生活保護受給者にあっては、生活保護受給証明書 

  エ 支援給付受給者にあっては、現に支援給付を受けていることが分かる書類 

  オ 第３条第１号ウに該当する人にあっては、成年被後見人等の財産状況が分かる書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の可否を決定したと 

                    決定 
きは、上越市成年後見制度利用助成金交付  通知書（第２号様式）により申請者に通知 

却下 

するものとする。 

（助成金の返還） 

第７条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める場合

は、その助成金の全部又は一部を返還させるものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１３年１０月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年１月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成２３年８月３１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式及び第３号様

式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式及び第３号様式に相当

する様式として使用することができる。 

附 則 



 （実施期日） 

１ この要綱は、平成２７年５月２２日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の日（以下「実施日」という。）前に改正前の上越市成年後見制度利用

助成事業実施要綱（以下「旧要綱」という。）第３条に規定する対象者であった人で旧要

綱の規定による助成を受けていないものについては、実施日から起算して３月を経過する

までの間に限り、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している旧要綱に規定する様式は、当分の

間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の上越市成年後見制度利用助成事業実施要綱に規

定する様式の相当する様式として使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年３月２３日から実施する。 

   附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成３０年３月３０日から実施する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の上越市成年後見制度利用助成事業実施要綱の規定は、平成２９年４月１日以後

に申請のある助成金について適用し、同日前に申請のあった助成金の交付についてはなお

従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年７月１９日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

 


